
パブリックコメントにおける意見等の概要及び市の考え方 

 

１ 募集期間 

  令和８年２月７日（土）から３月９日（月）まで 

 

２ 募集方法 

 ⑴ 市ホームページ 

 ⑵ 窓口（環境・地域エネルギー課、行政情報コーナー及び各地区地域づくりセンター） 

 

３ 実施結果 

 ⑴ 件数 

   ２７件（６人） 

 ⑵ 提出方法 

   ＦＡＸ ２７件（６人） 

 ⑶ 意見等に対する対応 

区分 内容 件数 

ア 反映する意見 意見等の内容を反映し、案を修正するもの １０件 

イ 趣旨同一の意見 
意見等と同趣旨の内容が既に案に盛り込まれ

ているもの 

５件 

ウ 参考とする意見 
案を修正はしないが、施策等の実施段階で参考

とするもの 

５件 

エ 対応が困難な意見 対応が困難なもの ５件 

オ その他 その他の意見 ２件 

計  ２７件 

 

４ 意見等の概要及び市の考え方 

No. 該当箇所 意見等の概要 市の考え方 

１ 

概要版 
Ｐ.４ 

外来種のブラウントラウ
ト（魚）は梓川周辺で分布が

広がっており、記載した方が
よい。また、アメリカザリガ
ニも、その対処の仕方を含め
て記載してはどうか。 

【ア 反映する意見】 
 正式に確認が認められ

ているブラウントラウト、
アメリカザリガニ等の条
件付特定外来生物につい
て記載を追加しました。 

２ 

新たに見つかった外来種
「タイワンタケクマバチ」
（波田）や、その他にも外来
種が見つかっていると思わ
れ、市民から情報を得ること
が大事と思う。 

【ウ 参考とする意見】 
タイワンタケクマバチ

については、市民向けの外
来生物の報告フォームを
設けており、情報を募集し
ていることを周知します。 

別紙 



３ 

全体 

コラム 

コラム内の委員標記が「松

本市生物多様性地域戦略策
定委員会」となっているが、
「松本市環境審議会生物多
様性地域戦略策定委員会」で
はないか。 

【ア 反映する意見】 

 ご指摘のとおり修正し
ました。 

４ 

市長あいさつ 
 

市長あいさつが空欄と
なっている。記載すべきであ
る。 

【ア 反映する意見】 
策定時には、パブリック

コメントを踏まえた修正
と併せて記載します。 

５ 

Ｐ.９ 
１-２ 生物多様性

の恵み 
⑶ 伝統・文化を支
える（文化的サー
ビス） 

みすず細工（竹細工）、お
神酒の口は、今では松本の竹

を使用していない。入れるべ
きではないのではないか。 

【エ 対応が困難な意見】 
 これらは生物多様性の

恵みにより生まれた文化
の例として記載している
ものであるため、記載のと
おりとします。 

６ 

Ｐ.３８ 
第２章 松本市の生
物多様性の現状 
２-４ 松本市におけ
る生物多様性の問題 
オ 水辺環境の変化 

多くの県外者が見学に来
ている牛伏川砂防改修部の
写真を載せてほしい。 

【ア 反映する意見】  
 Ｐ.３７に牛伏川砂防改
修の説明を次のとおり追
加しました。 
フランス式階段工で有

名な牛伏川でも牛伏寺橋
周辺ではえん堤を改修し、

流れの連続性を確保した
ことにより～ 
 
Ｐ.３８に写真を追加し

ました。 

７ 

Ｐ.４７ 
⑶  人間の活動に
よって持ち込まれ
たものによる損失 

牛伏川フランス式階段工
の上側にヤマビルの侵入が
見られることを記入すべき。 
理由：松本東山には昔から

ヤマビルがいなかった。原因
は南信からの鹿が運んでき
たと思われる。もう一つは温

暖化で冬場の気温が上がり
ヤマビルが生きられるよう
になっていること。 

【エ 対応が困難な意見】  
ヤマビルは人間の活動

により持ち込まれたもの
ではないため追記はしま
せんが、今後実施するエコ
スクール等の環境教育で
シカの生息域の拡大とと

もにヤマビルやマダニの
生息域が拡大しているこ
とを伝えます。 

８ 

Ｐ.４７ 
⑶  人間の活動に
よって持ち込まれ
たものによる損失 

上高地のカワマス×イワ
ナの存在が下流の水殿ダム
の中でも増えつつある。この
ことも加えるべき。 

【ア 反映する意見】 
 次のとおり追記します。 
イ 上高地の外来生物 
３段落目 近年では、下
流の水殿ダムでも交雑
種が見られるように
なってきました。 



９ 

Ｐ.４７ 

⑶  人間の活動に
よって持ち込まれ
たものによる損失 

上高地ゲンジボタルの問

題解決に時間がかかりすぎ
ている。生物的には解決方法
はそう難しくないので、やる
気があるかないかの問題。で
きないのなら、その理由を書
くべき。 

【エ 対応が困難な意見】 

 現在、環境省が主体とな
り、成虫モニタリングと駆
除を実施しています。一旦
定着した外来種の駆除に
は多大な労力がかかるた
め、根絶には至っていませ
んが、駆除方法を検討しな
がら継続します。 

Ｐ.６５ 
第５章 環境ごとの
重点施策 
５-１ 高山 
⑶ 外来生物対策 

10 

Ｐ.５０ 
第３章 生物多様性
地域戦略の目標と取

組方針 
３-２ 取組方針 

危惧種の盗掘対策をはっ
きり書いてもらいたい。 
 

【ア 反映する意見】 
 次のとおり追記します。 
⑶ 実践し、生かす 

～回復軌道に乗せる
ため、生息地保護、盗掘
対策等、具体的な～ 

11 

Ｐ.５５ 
第４章 行動計画 
４-２ 希少種の保護 
⑷ 希少動植物の保
護・増殖 

【ア 反映する意見】 
 次のとおり追記します。 
また、盗掘対策について

も検討します。 

12 

Ｐ.５３ 
第４章 行動計画 
４-１ 自然環境の

保全 
⑸ 生態系に配慮し
た事業 

松本市としての具体的な
取り組みを、市民にも分かる
形で、報告してほしい。 

【ウ 参考とする意見】 
 環境保全型農業の実施
状況等は環境基本計画の

進行管理において毎年報
告しています。その他の項
目についても、行動計画の
進捗管理をどのように進
めていくか検討します。 

13 

Ｐ.５４ 

第４章 行動計画 
４-１ 自然環境の
保全 
⑹ 森林利用・森林
整備の推進 

森林は市民が享受する生

態系サービスの母体となる
もの。科学的には森林の生態
系サービスと生物多様性は
相互関係があり、生物多様性
が豊かであると生態系サー

ビスも豊かになるとされて
いる。そのため、森林整備と
くくらず、生物多様性を考慮
した森林整備の計画や方針
が必要かと思われる。松本市
では松枯れ対策の事業もあ
るので、そちらの事業と連携
して森林整備計画を立てて
ほしい。 

【イ 趣旨同一の意見】 

令和７年４月に変更策
定した「松本市森林整備変
更計画書」の「Ⅱ森林の整
備」の中で、立木の伐採に
当たっては森林の生物多

様性の保全に留意するこ
とを記載しています。 
また、同年４月に策定し

た「松本市森林長期ビジョ
ン」の「基本施策テーマ４：
市民の暮らしを支える森
を守る」の中でも、適切な
森林整備を引き続き計画
的に行って生物多様性の
保全を含む公益的機能が
発揮される森林作りを推

進する旨を記載していま
す。 



14 

森林整備では民間事業の

関わりが必須と考えるが、補
助金に沿った画一的な造林・
植林・再植林ではなく、生物
多様性や生態系サービスを
考慮した計画及び実情に見
合った歩掛りでの森林整備
が必要かと思われる。 

【イ 趣旨同一の意見】 

森林整備事業は、生態系
サービスを保全するため
に重要と考えるため、今後
も引き続き計画的に実施
していきます。また、森林
整備は現場の地形等に
よって費用が異なるため、
適正な事業費を県が算出
して事業を実施していま
す。 

15 

２０２５年４月に松本市

森林長期ビジョンが策定さ
れた。関係性を持たせて、里
山の森林の利用と生物多様
性の保全も同時に進めてほ
しい。 

【イ 趣旨同一の意見】 

森林整備は「山の保全」
だけでなく、「市民の生活
基盤を支える生態系サー
ビスの保全」でもあると考
えます。松本市森林長期ビ
ジョンでは、市民と森林が

触れ合える里山を増やす
観点からも、里山を含めた
森林整備を進めていくこ
ととしています。 

16 

Ｐ.５８ 
第４章 行動計画 

４-５ 生物情報の
整備 
⑴ 自然環境の現況
調査 

Ｐ.５９ 
４-６ 市民参画 

⑴ 市民参加の環境
調査 

市民参加の環境調査、市民
団体と協力して行う生物情

報の調査について、山と自然
博物館が情報を収集すると
同時に、希少種以外について
は市民に向けて広く報告す
る機会を設けてほしい。 

【イ 趣旨同一の意見】 

 ４－５ 生物情報の整
備⑸ 生物情報の活用で、
記載しているとおり、環境
学習、市民講座、公民館活
動等で発信していきます。 

17 

Ｐ.５８ 
第４章 行動計画 
４-５ 生物情報の

整備 
⑶ 生物情報の一元
管理 

一元管理から、「松本市版
レッドデータ」へ発展させて
ほしい。 

【ウ 参考とする意見】 

今回の改訂を機に、生物
情報の収集及び一元管理

を進めていきます。収集し
た情報を希少動植物保護、
開発行為等に利用する仕
組みづくりを検討してい
きます。 



18 

Ｐ.６８ 

第５章 環境ごとの
重点施策 
５-４ 陸水（河川・湧
水・ため池） 

 牛伏川砂防改修の件も載

せるべき。また東山からの渓
流やアルプス方面からの渓
流には沢山の砂防ダムや治
山ダムがある。生物多様性を
目指すなら流れの連続性を
復活させるスリット化改修
を目標にすべき。スリット化
改修は造る側の理論からし
ても矛盾しないことは国土
交通省の通達でも明らかで
ある。 

【ウ 参考とする意見】 

Ｎｏ．６で回答したとお
り、牛伏川砂防改修につい
て記載しました。スリット
化についてはご意見とし
て捉え、関係機関と共有し
ます。 

19 

Ｐ.７０ 
第６章 モデル地区 

牛伏川砂防改修の現場を
モデル地区に入れてほしい。
この工法は生物多様性戦略
の工法的なモデルに最適 

【エ 対応が困難な意見】 
モデル地区には、市民と

の協働で生物多様性保全
に取り組んでいるものを
挙げています。ご指摘の内
容はモデル地区の定義と

は異なるため、現状のまま
とします。 

20 

Ｐ.７７ 
第６章 モデル地区 
６-７ 梓川橋下流
左岸（矢橋） 

Ｐ.７８ 
第６章 モデル地区 
６-８ 梓川橋上流
右岸 

モデル地区について、梓川
下島橋下流や上河原で育成
会と観察会をしていること
もあり、より広い倭橋上流か

ら島々などの範囲を梓川河
川域としてはどうか。 

【ア 反映する意見】 
梓川橋下流左岸（矢橋）

周辺及び梓川橋上流右岸
のモデル地区のエリアを

見直しました。 

21 

Ｐ.７９ 
第７章 推進体制 

環境・生物・生態系に関す
る情報が部局間で十分に共

有されているとは見受けら
れない。環境部門のみなら
ず、都市計画、建設、農林、
観光等の関係部署が参加し、
環境や生物・生態系の情報を

共有する体制が必要 

【イ 趣旨同一の意見】 
 Ｐ.５８ ４-５ 生物

情報の整備⑶ 生物情報
の一元管理にあるとおり、
情報を一元管理し、整理す
ることで庁内関係部署に
共有できる体制を目指し

ます。 

22 

Ｐ.７９ 
第７章 推進体制 

開発行為に対して体系的
な環境アセスメント（簡易評
価を含む。）が制度化されて
おらず、重要な生態系への影
響が事前に把握されないま
ま事業が進行する可能性が
ある。これを義務づける仕組
みや体制が必要 

【ウ 参考とする意見】 
今回の改訂を機に、生物

情報の収集及び一元管理
を進めていきます。収集し
た情報を希少動植物保護、
開発行為等に利用する仕
組みづくりを検討します。 



23 

Ｐ．８１ 

７-２ 進行管理 

モニタリング指標につい

て、なぜその指標になったの
か、その指標の達成によって
どう生物多様性へポジティ
ブな影響があるのかを示し
てほしい。 
また、基本計画の前段で生

物多様性の重要性の記載が
あるが、記載された重要性と
モニタリング指標の項目が
合致しているのか、なぜその
項目を指標として選んだの

か。さらに、それらを達成す
ると松本市の生物多様性に
どれだけの効果があるのか。 
喫緊の課題事項、重要事項

であるからこそ、実効性のあ
る取組みが必要と考える。ま
た、効果計測ができるからこ
そ次の基本計画への課題も
浮き彫りになり、より実のあ
る活動につながると考える。 

【オ その他の意見】 

戦略策定時の地域戦略
策定委員会において、生物
多様性保全の効果を定量
化する成果指標の設定に
ついて議論を行いました。
しかし、生物に対して定量
化した指標を設定するこ
とは困難であるとの結論
に至ったため、モニタリン
グ指標には生物多様性に
資する取組みを継続・拡大

するための指標が設定さ
れています。 

24 

Ｐ.８５ 
４ 松本市環境審議

会 生物多様性地域
戦略策定委員会委員
名簿 
（平成２６～２７年
度） 

委員１０名のうち９名は
コラムがあるが、残り１名は

コラム等がない。 

【オ その他の意見】 
 コラム作成は平成２７

年に行ったため、平成２６
年に交代した委員のコラ
ムはありません。 

25 

Ｐ.８７ 

６ 松本市環境審議
会委員名簿（令和７
年度改訂） 
 第１５期松本市環
境審議会 

委員名簿が五十音順に

なっていない部分がある。 

【ア 反映する意見】  

 ご指摘のとおり委員名
簿を修正しました。 

26 

Ｐ.８７ 
６ 松本市環境審議
会委員名簿（令和７
年度改訂） 
 第１５期松本市環
境審議会 
 

途中交代した委員を備考
欄に入れるべき。 



27 

Ｐ.８７ 

６ 松本市環境審議
会委員名簿（令和７
年度改訂） 
 第１５期松本市環
境審議会 

公募委員がどのような人

物か記入すべき。 

【エ 対応が困難な意見】 

 公募委員については、松
本市附属機関等の設置等
に関する要綱に基づく公
募制度により募集した委
員です。そのため、委員の
選出分野自体が公募委員
のため、記載のとおりとし
ます。 

 


